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１ 津久井やまゆり園の再生について 

(1) かながわ共同会からの質問書への回答（別紙１） 

・ 津久井やまゆり園の指定管理の対象となる施設は、大幅な変更が伴 

うものの、令和６年度まで、かながわ共同会とする方向で調整を進め 

ることとしていたが、今般の状況から、再生基本構想で示した方向性 

を見直し、指定管理者を公募とするため、指定期間の短縮について協 

議を申し入れた。 

・ 今回の協議は、再生後の新しい津久井やまゆり園の指定管理者を改 

めて公募により選定するために、指定期間を短縮する必要があるため、 

基本協定第 73条の規定により協議を求めるものである。 

・ 令和元年 11月 14日から実施している指定管理制度に基づくモニタ 

リングの中で、津久井やまゆり園全体で 25件の身体拘束があること 

を確認し、「津久井やまゆり園利用者支援検証委員会」において、昨年 

報道された元利用者の身体拘束は無くなったものの、園全体としてみ 

れば長時間の居室施錠という虐待の疑いが極めて強い事例が３件確認 

されたとの、厳しい指摘を受けている。 

(2) 協議の開始について（別紙２） 

・ 令和２年１月 24日付けで、かながわ共同会に対し、協定期間の終了日

を変更することについて、協議を申し入れた。 

(3) 津久井やまゆり園利用者支援検証委員会 

ア 設置目的 

    利用者目線に立った福祉施策の検討に資するよう、県立障がい者支

援施設である津久井やまゆり園の利用者支援、指定管理者のガバナン

ス体制及び同園に対する設置者としての神奈川県の関与等について専

門的な見地から検証するため、委員会を設置する。 

  イ 所掌事項 

(ｱ) 津久井やまゆり園における過去の利用者支援に係る内容の検証及 

び現在までの支援の変化等の検証 

(ｲ) 指定管理者の法人としてのガバナンス体制の検証 

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に係る施設設置者である神奈川県の関与の検証 

(ｴ) 施設における利用者目線に立った支援のあり方の提言及び施設設

置者である神奈川県の施策への提言 

(ｵ) その他必要な事項 
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  ウ 委員 

氏名 役職名等 

大塚  晃 上智社会福祉専門学校特任教授、元上智大学総合人間

科学部社会福祉学科教授 

佐藤 彰一 國學院大學教授、弁護士、全国権利擁護支援ネットワー

ク代表 

野澤 和弘 一般社団法人スローコミュニケーション代表、元毎日

新聞論説委員 

   

エ 開催状況 

(ｱ) 第一回検証委員会 

日  時 令和２年１月 10日（金）13:00～15:00 

場  所 県庁新庁舎５階応接室 

     出 席 者 委 員：大塚委員、佐藤委員、野沢委員  

県  ：知事、首藤副知事、障害ｻｰﾋﾞｽ課長  

事務局：理事（共生担当）、福祉子どもみらい局参事

監（共生担当） 

主な議論 ・ 支援のあり方を検証するには、利用者支援の実態

を見て行く必要 

     ・ 県の取組みも検証する 

     ・ 居室施錠の事例の中には虐待の疑いのあるケース

もあり深堀が必要 

 

(ｲ) 第二回検証委員会 

日  時 令和２年１月 21日（火）９:30～11:00 

場  所 県庁新庁舎５階応接室 

     出 席 者 委 員：大塚委員、佐藤委員、野沢委員  

県  ：首藤副知事、障害ｻｰﾋﾞｽ課長  

事務局：理事（共生担当）、福祉子どもみらい局管理

担当課長 

     主な議論 ・ 身体拘束の理由を見守り困難としているのは課題 

          ・ 園における身体拘束の手続きに不備があった 

          ・ 県の３要件に関する考え方など、引き続き検証 

 

  オ 今後のスケジュール 

    次回は、令和 2年 1月 30日（木）10:00～11:30開催予定 
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(4) 県からご家族への手紙 

ア 日付 

・ 令和元年12月26日（木）付け 

イ  内容 

・ 知事との面会の希望の有無、知事の方針変更への意見の受付等 

ウ  返信状況 

   ・ 件数 17件  令和２年 1月 24日現在 

【主な内容】 

   （知事との面会の希望） 

    ・ 件数 ２件 

   （知事の方針変更への主な意見） 

    ・ 利用者支援への影響       ２件 

    ・ 方針変更に関する家族への配慮  ７件 

    ・ かながわ共同会に対する意見   ４件 
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34583846
テキストボックス
　別紙１
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障サ第2002号

令和2年1月24日

社会福祉法人かながわ共同会

理事長 草光 純二 様

神奈川県知事 黒岩 祐i‘

津久井やまゆり園の管理に関する基本協定書の変更について（協議）

津久井やまゆり園の管理に関する基本協定書第6条に定める協定期間の終了

日を変更することについて、同協定書第73条の規定に基づき、協議を申し入れ

ます。
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34583846
テキストボックス
　別紙２



２ 愛名やまゆり園の支援に係る虐待認定について 
 

(1) 事案の概要 

・ 令和元年７月に、県に対し、愛名やまゆり園において、利用者に対

する虐待の疑いがあるとの匿名の手紙があり、園から８月に厚木市に

通報するとともに、県は調査を実施していた。 

・ 本件について、令和２年１月 20日に、利用者に対する職員の次の行

為が虐待に当たると認定され、障害者虐待防止法第 17 条の規定に基

づき、厚木市から県に報告があった。 

 

(2) 虐待と認定された行為（利用者は複数人いるが特定できていない） 

ア お風呂で利用者に対し水をかける。（心理的虐待） 

イ 食事制限がある利用者に対し、御飯を大量に食べさせる。 

（身体的虐待） 

ウ 御飯をお盆にまき散らし食べさせる。箸１本で食べさせる。 

（心理的虐待） 

エ 夜中に長時間（１～３時間）に渡りトイレに座らせる。 

（身体的虐待） 

 

(3) 虐待を行った職員 

・ ア～ウについては１名の特定の職員 

・ エについては複数の職員が該当 

 

(4) 今後の対応 

・ 虐待認定を行った厚木市に対し、具体的にどの行為が虐待認定に至

ったのか園とともに確認を行っている。 

・ 厚木市が園に求めている改善計画について、県としても内容の確認

を行い、再発防止を徹底していく。 
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